
         一 般 質 問 通 告 書 

                  平成 ２４年 ８月２９日 提 出  

議席番号 氏  名 受付番号 嵐山町議会議長 

長島邦夫 様 13 渋谷 登美子  印  

下記のとおり質問したいので通告します。 

№ 質問事項 質   問   要   旨 答弁者 
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エネルギー構造

の転換に向けて 

(答弁書不要) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化石エネルギーによる大規模なエネルギーか

ら地域分散型の再生可能エネルギーによる構

造転換を第4の革命という。 

現在のグローバル化社会による経済構造か

ら、できるかぎり地産地消による食べ物・エネル

ギーの構造に転換し、新たな産業をつくりでの雇

用創出、海外に依存しない生活を求めることで

嵐山町のまちづくりを立 て直す必要がある。 

すべての自治体が着手することで、日本の持続

可能性が保障できる。原発事故を誘発した経済

構造をつくった世代の次世代への責任である。

環境基本計画兼ストップ温暖化計画に含むこと

も可能だが、嵐山町のエネルギー政策をきく。 

（１） ソーラーについて 

再生可能エネルギー特別措置法制定で、太

陽光発電は１KW42円で売電できるため、ソーラ

ーは施設建設後、5～6年で建設資金が回収で

きることより、企業等が参入に意欲的である。家

庭のソーラーについては、すでに補助制度もあ

り、価格競争により従来よりの70％で購入設置

できるようになった。今後ソーラーの設置場所とし

ては、①公共施設、②工場・物流施設、③低・

未利用地、④耕作放棄地がある。 

このような設置場所にソーラーを企業や市民団

体が設置できるような新たな仕組みが必要であ

る。早い段階の取り組みを求める。 

（２）耕作放棄地へのソーラーの導入は中山間

地で、耕作放棄地対策を行わなければならない

嵐山町には、再生可能エネルギーによる雇用創 
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生涯学習施設の

あり方について 

(答弁書不要) 

 

出のチャンスでもある。 

農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早

期確立事業実施要領等を活用した事業展開も

必要であり、政策としての取り組みを求める。 

（３）木質バイオマス利用について 

木質バイオマスの利用として燃料としてボイラ

ー・暖房が一般的である。いきいきふれあいプラ

ザ「やすらぎ」のお風呂のボイラーをウッドボイラ

ーに変更、ふれあい交流センターフリースペー

ス・役場ロビー等にペレットストーブを導入し、エ

ネルギー変更のきっかけとなる取り組みを求め

る。雇用創出も含め、近隣において木質バイオ

マス利用のための協議会の設置を求める。 

(４)公共施設のスマートグリッド化の試行

を求める。 

 

生涯学習施設は町民が主体となる施設とし

ての展望が必要である。 

（１）ふれあい交流センターにはフリースペ

ースが設置され、コミュニティ空間のひと

つとして、活用されている。ボランティア

コーデュネーターによるしゃべり場が月

に2度程度開催されているが、周知されて

いない。コミュニティスペースとしてカフ

ェ的な要素も必要であるが、見解を聞く。 

（２）印刷機等の利用については、要綱を作

成し、枚数制限・内容制限（営利や政治活

動を除く、区の利用は無料）をやめ、合理

的価格設定による有料利用を求める。 
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今後の公園のあ

りかたについて 

(答弁書不要) 

（３）図書館は、生涯学習施設として、人と

人、情報の出会いの場である。 

ｱ 図書館にフリースペースの場を設け、必

要な場合、飲食を可とすることを求める。 

ｲ 本や知識を通じた人の空間として管理

的でない対応を求める。 

ｳ １階は湿気が多いが、成人の図書館利

用、児童・若者の図書館利用を考慮し、町

民運営的要素のある児童図書室の開設、子

どもへの企画事業の活発化を求める。 

ｴ 図書館においては、文献購読等の講座を

開催し、生涯学習講座の活発化を求める。 

（４）町立吉田集会所について 

町立吉田集会所は、事業は町民に知らされ

ることなく、吉田１区、２区のみに回覧板

で周知されている。社会的同和解決を目的

とするのであるならば、開催事業の町民へ

の周知並びに町民公募を求める。特定の地

区のための事業の開催は、その合理性にか

ける。解決を求める。現状は年3回開催さ

れている部落解放同盟埼玉県連合会の活

動拠点として要請をうけた事業といえ、施

設改修も求められている。特定団体に公共

施設のあり方を左右される現状は不公正

であり、町の施設としての判断を求める。 

 

公園の整備について、町民参加で検討会を

設置し、嵐山町全体の公園配置・整備につい

て検討し、計画を行うことを求める。 
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